
第一五四回

閣第六六号

　　　母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案

　（母子及び寡婦福祉法の一部改正）

第一条　母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）の一部を次のように改

正する。

　　目次を次のように改める。

　目次

　　第一章　総則（第一条―第十条）

　　第二章　基本方針等（第十一条・第十二条）

　　第三章　母子家庭等に対する福祉の措置（第十三条―第三十一条）

　　第四章　寡婦に対する福祉の措置（第三十二条―第三十五条）

　　第五章　福祉資金貸付金に関する特別会計等（第三十六条・第三十七条）

　　第六章　母子福祉施設（第三十八条―第四十一条）

　　第七章　費用（第四十二条―第四十五条）

　　第八章　雑則（第四十六条・第四十七条）

　　附則

　　第一条中「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。

　　第二条第一項中「母子家庭」を「母子家庭等」に、「おかれている」を「置かれて

いる」に、「すこやかに」を「健やかに」に、「母の」を「母等の」に改め、同条第

二項中「母子家庭の母」を「母子家庭等の母等」に改める。

　　第三条中「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。

　　第四条中「すすんで」を「進んで」に改め、「家庭生活」の下に「及び職業生活」

を加える。

　　第二十四条を第四十七条とし、第二十三条を第四十六条とし、第四章を第八章とす

る。

　　第三章中第二十二条の二を第四十一条とし、第二十二条を第四十条とする。

　　第二十一条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第三十九条とし、第二十

条を第三十八条とする。

　　第三章を第六章とし、同章の次に次の一章を加える。

　　　　第七章　費用

　　（市町村の支弁）

　第四十二条　次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

　　一　第十七条の規定により市長村が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要す

る費用

　　二　第三十一条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する



費用

　　三　第三十三条第一項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要

する費用

　　（都道府県の支弁）

　第四十三条　次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

　　一　第十七条の規定により都道府県が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要

する費用

　　二　第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要

する費用

　　三　第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要す

る費用

　　四　第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に

要する費用

　　五　第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要す

る費用

　　（都道府県の補助）

　第四十四条　都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町

村が支弁した費用のうち、同条第一号及び第三号の費用については、その四分の一

以内を補助することができる。

　　（国の補助）

　第四十五条　国は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支

弁した費用のうち、同条第一号及び第三号の費用についてはその二分の一以内を、

同条第二号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。

　２　国は、政令で定めるところにより、第四十三条の規定により都道府県が支弁した

費用のうち、同条第一号、第二号、第四号及び第五号の費用についてはその二分の

一以内を、同条第三号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。

　　第二章の三中第十九条の六を第三十七条とし、第十九条の五を第三十六条とする。

　　第二章の三を第五章とする。

　　第十九条の四第一項中「第十六条、第十七条及び第十九条」を「第二十五条、第二

十六条及び第二十九条」に、「第十六条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第十

七条中」を「第二十六条中」に改め、同条第二項中「第十六条第一項」を「第二十五

条第一項」に改め、第二章の二中同条を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加え

る。

　　（寡婦就業支援事業等）

　第三十五条　国は、前条において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業

安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。



　　一　寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。

　　二　寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行

うこと。

　　三　都道府県が行う次項に規定する業務（以下「寡婦就業支援事業」という。）に

ついて、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。

　２　都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子福祉団体と緊密

な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。

　　一　寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。

　　二　寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。

　　三　寡婦及び事業主に対し、雇用情報の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を

行うこと。

　　第十九条の三の見出しを「（寡婦日常生活支援事業）」に改め、同条第一項中「居

宅における」を「居宅その他厚生労働省令で定める場所において、」に改め、同条第

二項中「第十四条の二及び第十四条の三」を「第十八条及び第十九条」に改め、同条

第三項中「母子家庭居宅介護等事業」を「母子家庭等日常生活支援事業」に、「寡婦

居宅介護等事業」を「寡婦日常生活支援事業」に改め、同条第四項を次のように改め

る。

　４　第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者につい

て準用する。この場合において、第二十二条第二項中「前項」とあり、及び同条第

三項中「第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する第二十二条第一

項」と、第二十三条中「第十七条」とあるのは「第三十三条第一項」と、「配偶者

のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第二十四条中

「第十七条」とあるのは「第三十三条第一項」と読み替えるものとする。

　　第十九条の三を第三十三条とする。

　　第十九条の二第一項中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に、「児童」及び

「児童（二十歳以上である者を含む。）」とあるのは「二十歳以上である子その他こ

れに準ずる者」と、「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」を「児童の」とあるの

は「二十歳以上である子その他これに準ずる者の」と、「配偶者のない女子で現に児

童を扶養しているもの」とあり、及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、

「児童（二十歳以上である者を含む。）」とあるのは「二十歳以上である子その他こ

れに準ずる者」に改め、同条第二項中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、

同条第三項中「第十一条」を「第十四条」に、「であつて、」を「であつて」に改め、

「であるもの」の下に「並びに寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定め

るものを行う母子福祉団体」を加え、「第十九条の二第一項」を「第三十二条第一

項」に、「第十条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同条第四項中

「第十二条の」を「第十五条第一項の」に、「第十条第一項及び第三項の」を「第十



三条第一項及び第三項の」に、「第十二条中「第十条」を「第十五条第一項中「第十

三条」に、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項」を「第三十二条第

一項において準用する第十三条第一項」に改め、同条第五項を次のように改める。

　５　第十六条の規定は、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項並びに第

三項において準用する第十四条に規定する貸付金（以下「寡婦福祉資金貸付金」と

いう。）について準用する。この場合において、第十六条中「前三条」とあるのは

「第三十二条において準用する第十三条第一項及び第三項、第十四条並びに第十五

条第一項」と、「第十三条及び第十四条の規定による貸付金（以下「母子福祉資金

貸付金」という。）」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付

金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。

　　第十九条の二を第三十二条とする。

　　第二章の二を第四章とする。

　　第十九条第一項中「図るため」の下に「、事業主その他国民一般の理解を高めると

ともに」を、「あつせん」の下に「、公共的施設における雇入れの促進」を加え、同

条第二項中「母子相談員」を「母子自立支援員」に改め、同項を同条第三項とし、同

条第一項の次に次の一項を加える。

　２　公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の

収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講

ずるように努めるものとする。

　　第二章中第十九条を第二十九条とし、同条の次に次の二条を加える。

　第三十条　国は、前条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次

に掲げる業務を行うものとする。

　　一　母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。

　　二　母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者

に対する研修を行うこと。

　　三　都道府県が行う次項に規定する業務（以下「母子家庭就業支援事業」とい

う。）について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。

　２　都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、母

子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うこ

とができる。

　　一　母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。

　　二　母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずるこ

と。

　　三　母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報の提供その他母子家庭の

母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。

　　（母子家庭自立支援給付金）



　第三十一条　都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用

の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子

で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金（以下「母子

家庭自立支援給付金」という。）を支給することができる。

　　一　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの求職活動の促進とその職業

生活の安定とを図るための給付金

　　二　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの知識及び技能の習得を容易

にするための給付金

　　三　前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

　　第十八条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の

一条を加える。

　　（保育所への入所に関する特別の配慮）

　第二十八条　市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する

児童を選考する場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしな

ければならない。

　　第十七条を第二十六条とし、第十六条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条

第二項中「みずから」を「自ら」に改め、同条第三項中「行ない」を「行い」に改め、

同条を第二十五条とする。

　　第十五条の五中「母子家庭居宅介護等事業」を「母子家庭等日常生活支援事業」に、

「第十四条」を「第十七条」に改め、同条を第二十四条とする。

　　第十五条の四中「母子家庭居宅介護等事業」を「母子家庭等日常生活支援事業」に、

「第十四条」を「第十七条」に、「女子」を「者」に改め、同条を第二十三条とする。

　　第十五条の三第一項中「母子家庭の」を「母子家庭等の」に、「母子家庭居宅介護

等事業」を「母子家庭等日常生活支援事業」に改め、同条を第二十二条とする。

　　第十五条の二中「母子家庭居宅介護等事業」を「母子家庭等日常生活支援事業」に

改め、同条を第二十一条とする。

　　第十五条中「母子家庭居宅介護等事業（第十四条」を「母子家庭等日常生活支援事

業（第十七条」に改め、同条を第二十条とする。

　　第十四条の三中「第十四条」を「第十七条」に改め、同条を第十九条とする。

　　第十四条の二を第十八条とする。

　　第十四条の見出しを「（居宅等における日常生活支援）」に改め、同条中「市町

村」の下に「（特別区を含む。以下同じ。）」を加え、「がその者」を「又は配偶者

と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる者として政令で定める

ものであつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの（以下

「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」と総称する。）がそれらの者」に、

「その者に」を「それらの者に」に、「その者の居宅における」を「それらの者の居



宅その他厚生労働省令で定める場所において、」に改め、同条を第十七条とする。

　　第十三条中「第十条及び第十一条」を「第十三条及び第十四条」に改め、同条を第

十六条とする。

　　第十二条中「第十条」を「第十三条」に改め、同条に次の一項を加える。

　２　都道府県は、第十三条第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付

けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還する

ことができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付

金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

　　第十二条を第十五条とする。

　　第十一条中「行なう」を「行う」に、「であつて、」を「であつて」に改め、「で

あるもの」の下に「又はその者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるも

のを行う母子福祉団体」を加え、「当該事業」を「これらの事業」に改め、同条を第

十四条とする。

　　第十条第一項中「に対し、その」を「又はその扶養している児童に対し、配偶者の

ない女子の」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「定

めるものを」の下に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに」を加え、

「資金の貸付けを受けている」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条を第十三

条とし、同条の前に次の二条及び章名を加える。

　　（基本方針）

　第十一条　厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関

する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。

　２　基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

　　一　母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項

　　二　母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となる

べき事項

　　三　都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務所を設置する町村（以下「都道

府県等」という。）が、次条第一項の規定に基づき策定する母子家庭及び寡婦の

生活の安定と向上のための措置に関する計画（以下「母子家庭及び寡婦自立促進

計画」という。）の指針となるべき基本的な事項

　　四　前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措

置に関する重要事項

　３　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

　４　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表するものとする。

　　（母子家庭及び寡婦自立促進計画）



　第十二条　都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める母子家庭及び寡

婦自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子福祉団

体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内

容を公表するものとする。

　　一　当該都道府県等の区域における母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動

向に関する事項

　　二　当該都道府県等の区域において母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講

じようとする施策の基本となるべき事項

　　三　福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び寡婦の生活の

安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

　　四　前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措

置に関する重要事項

　　　　第三章　母子家庭等に対する福祉の措置

　　第九条中「母子相談員の行なう」を「母子自立支援員の行う」に改め、第一章中同

条を第十条とする。

　　第二章の章名を次のように改める。

　　　　第二章　基本方針等

　　第八条中「（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事

務所をいう。以下同じ。）」を削り、同条を第九条とする。

　　第七条の見出しを「（母子自立支援員）」に改め、同条第一項中「都道府県知事」

の下に「、市長（特別区の区長を含む。）及び福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六

年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を管理する町

村長（以下「都道府県知事等」という。）」を加え、「母子相談員」を「母子自立支

援員」に改め、同条第二項を次のように改める。

　２　母子自立支援員は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

　　一　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、

その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

　　二　配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の

向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

　　第七条第三項中「母子相談員」を「母子自立支援員」に改め、同条を第八条とする。

　　第六条中「市町村長」の下に「（特別区の区長を含む。以下同じ。）」を加え、同

条を第七条とする。

　　第五条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

　４　この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。

　５　この法律において「母等」とは、母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。

　　第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。



　　（扶養義務の履行）

　第五条　母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、

当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行する

ように努めなければならない。

　２　母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該

児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めな

ければならない。

　３　国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、

当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広

報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない。

　　附則第三条中「第十条」を「第十三条」に改める。

　　附則第四条中「第十条又は第十一条」を「第十三条又は第十四条」に改める。

　　附則第六条第一項中「第十九条の二」を「第三十二条」に、「第十条第一項各号」

を「第十三条第一項各号」に改め、同条第二項中「第十九条の二第一項」を「第三十

二条第一項」に、「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

　　附則第七条第一項中「第十九条の二第三項」を「母子及び寡婦福祉法等の一部を改

正する法律（平成十四年法律第▼▼▼号）第一条の規定による改正前の第十九条の二

第三項」に改め、同条第二項中「第十九条の二第一項」を「第三十二条第一項」に、

「第十条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十九条の二第三項」を「第三十二条

第三項」に、「第十一条」を「第十四条」に改める。

　（児童扶養手当法の一部改正）

第二条　児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）の一部を次のように改正

する。

　　第二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

　２　児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安

定と向上に努めなければならない。

　　第六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「前二項」を「同

項」に改め、同項を同条第二項とする。

　　第七条第一項中「翌月」の下に「（第十三条の二第一項において「支給開始月」と

いう。）」を加える。

　　第九条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

　２　受給資格者（母に限る。以下この項において同じ。）の監護する児童が父から当

該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受

給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するも

のとする。

　　第九条の二中「前条」を「前条第一項」に改める。



　　第十二条第二項第一号及び第二号中「第九条」を「第九条第一項」に改める。

　　第十三条の次に次の一条を加える。

　第十三条の二　受給資格者（母に限る。以下この条において同じ。）に対する手当は、

支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属

する月の初日から起算して七年を経過したとき（第六条第一項の規定による認定の

請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童

が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき）は、

政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、

その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の

一に相当する額を超えることができない。

　２　受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある

場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、

厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用

しない。

　　第十四条に次の二号を加える。

　　四　受給資格者（母に限る。）が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働

省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。

　　五　受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の

規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。

　　第二十八条の次に次の一条を加える。

　　（相談及び情報提供等）

　第二十八条の二　都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求又は前条

第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行うものとする。

　　第二十九条第一項中「書類」の下に「（当該児童の父が支払つた当該児童の養育に

必要な費用に関するものを含む。）」を加える。

　（児童福祉法の一部改正）

第三条　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）の一部を次のように改正する。

　　第六条の二に次の一項を加える。

　　　この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭に

おいて養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定

めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、

その者につき必要な保護を行う事業をいう。

　　第三十四条の七の次に次の一条を加える。

　第三十四条の八　市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、子育て短期支援事

業を行うことができる。



　　第五十一条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を

加える。

　　五　子育て短期支援事業の実施に要する費用

　　第五十二条中「前条第五号」を「前条第六号」に改める。

　　第五十三条中「及び第六号」を「、第五号及び第七号」に改める。

　　第五十三条の二中「に対しては」を「並びに第五十一条第五号の費用に対しては」

に改める。

　　第五十四条中「第五十一条第五号」を「第五十一条第六号」に改める。

　　第五十五条の二中「に対しては」を「並びに第五十一条第五号の費用に対しては」

に改める。

　（社会福祉法の一部改正）

第四条　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）の一部を次のように改正する。

　　第二条第三項第二号中「又は放課後児童健全育成事業」を「、放課後児童健全育成

事業又は子育て短期支援事業」に改め、同項第三号を次のように改める。

　　三　母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に規定する母子家庭等

日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を

経営する事業

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

　（母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法（以

下この条において「旧法」という。）第七条第一項の規定により委嘱されている母子

相談員は、第一条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法（以下この条において

「新法」という。）第八条第一項の規定により母子自立支援員として委嘱されたもの

とみなす。

２　この法律の施行の際現に新法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業を行

い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第十五条に規定する母

子家庭居宅介護等事業に係る同条又は第十五条の二の規定による届出をしているもの

は、新法第二十条又は第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。

３　この法律の施行の際現に新法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を

行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第十九条の三第三項

に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項又は第四項において準用する旧法第十五条

の二の規定による届出をしているものは、新法第三十三条第三項又は第四項において

準用する新法第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。

４　この法律の施行前にされた旧法第十五条の四（旧法第十九条の三第四項において準



用する場合を含む。）の規定による母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業

の制限又は停止の命令は、新法第二十三条（新法第三十三条第四項において準用する

場合を含む。）の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業

の制限又は停止を命ずる処分とみなす。

　（児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置）

第三条　この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童扶養手当法（次条に

おいて「旧法」という。）第六条第二項に該当する者については、同項の規定は、な

お効力を有する。

第四条　この法律の施行の際現に旧法第六条の規定による認定を受けている者又は旧法

の規定による手当の支給要件に該当する者であって、この法律の施行前に同条第一項

の規定による認定の請求をしこの法律の施行の日以後に第二条の規定による改正後の

児童扶養手当法（以下この項及び次項において「新法」という。）第六条の規定によ

る認定を受けたものに対する児童扶養手当の支給に関し新法第十三条の二の規定を適

用する場合においては、同条中「支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給

要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき（第六

条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資

格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五

年を経過したとき）」とあるのは、「平成十五年四月一日から起算して五年を経過し

たとき（同日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が

三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき）」とする。

２　この法律の施行の際現に旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であってこ

の法律の施行の日以後に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたものに対す

る児童扶養手当の支給に関し、新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、

同条中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平

成十五年四月一日」とする。

　（政令への委任）

第五条　前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。

　（検討）

第六条　政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図

る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保する

ための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。

　（激
じん

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正）

第七条　激
じん

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律

第百五十号）の一部を次のように改正する。



　　第二十条第一項及び第三項中「第十九条の六第一項」を「第三十七条第一項」に改

め、同条第四項中「第十九条の六第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第五

項中「第十九条の五第二項並びに第十九条の六第二項」を「第三十六条第二項並びに

第三十七条第二項」に、「第十九条の五第二項中」を「第三十六条第二項中」に、

「第十九条の六第二項第一号」を「第三十七条第二項第一号」に改める。


